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両
墓
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る

一
考
察

―
―
淡
路
島
の
両
墓
制
を
参
考
と
し
て
―
―

憲

は
じ
め
に

両
墓
制
の
分
布

両
墓
制
の
成
立

両
墓
制
と
寺
院

両
墓
制
の
展
開

石
塔
の
造
立

ま
と
め

一
、

は

じ

め

に

今
日
、
仏
教
が
葬
送
や
墓
所
建
立
な
ど
に
関
係
す
る
こ
と
は
、
ご
く
普
通
の
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
数
多
く
の
信
仰
に
関

す
る
習
俗
習
慣
に
は
古
来
の
民
俗
信
仰
が
関
与
し
、
そ
れ
が
そ
の
地
域
に
入

っ
た
仏
教
と
結
合
し
て
仏
教
の
習
俗
と
し
て
今
日
に
至

っ
て

い
る
。
そ
の

一
つ
と
し
て
両
墓
制
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
。
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法
華
宗
と
両
墓
制
が
直
接
結
び

つ
く
地
域
と
し
て
兵
庫
県
の
淡
路
島
が
あ
る
。
淡
路
島
で
は
約
７‐
％
が
真
言
宗
、
法
華
宗
は
約
１５
％
の

勢
力
で
あ
る
。
真
言
宗
は
平
安
時
代
に
は
教
線
を
張

っ
て
お
り
、
法
華
宗
は
大
覚
大
僧
正
の
西
国
錫
化
に
よ

っ
て
延
文
年
間
に
法
華
宗
に

改
宗
し
た
妙
勝
寺

・
妙
京
寺
が
第

一
歩
と
な
り
以
後
教
線
が
拡
張
し
た
。
そ
こ
で
法
華
宗
が
在
来
の
習
俗
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
も

興
味
深
い
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
淡
路
島
な
ど
に
見
ら
れ
る
両
墓
制
が
ど
の
よ
う
な
時
期
に
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ

っ
て
発
生
し
伝
播
し
た
の
か
、
ま
た
両

墓
制
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
石
塔
の
建
立
に
関
す
る
習
俗
も
合
せ
て
検
討
し
て
み
る
。

二
、
両
墓
制

の
分
布

両
墓
制
と
は
火
葬
を
伴
わ
な
い
葬
制
で
、
遺
骸
を
埋
め
る
埋
墓
と
、
親
類
縁
者
が
詣
り
供
養
の
祭
祠
を
行
う
詣
墓
と
が
別
々
に
存
在
す

る
墓
制
で
あ
る
。
両
墓
制
に
つ
い
て
最
も
早
い
報
告
と
し
て
森
本
樵
作
は

「紀
伊
見
聞
七
則
」
の
中
に
和
歌
山
県
紀
州
地
方
で
埋
葬
所
以

外
の
居
住
地
近
く
に
更
に
供
養
石
塔
を
建
立
す
る
習
俗
を
紹
介
し

「
二
重
の
墓
所
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
両
墓
制
」

の
用
語
の
使
用
は

『山
村
生
活
調
査
第
二
回
報
告
書
』
の

「両
墓
制
の
資
料
」
が
初
見
の
よ
う
で
そ
の
後
民
俗
学
を
中
心
と
し
た
墓
制
研
究
の
方
面
で
使
用

さ
れ
て
い
る
。

両
墓
制
と
は
、
サ
ン
マ
イ

ｏ
ス
テ
バ
カ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
埋
葬
地
と
、

マ
イ
リ
バ
カ

・
タ
ッ
チ
ョ
・
ラ
ン
ト
ウ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
埋
葬

地
と
異
る
地
に
詣
り
墓
を
も

つ
墓
制
を
さ
し
て
言
う
が
、
昭
和
十

一
年
の

『
山
村
生
活
調
査
第
二
回
報
告
書
』
に
は
十
二
例
を
あ
げ
て
い

た
が
、
以
後
調
査
が
進
み
、
近
畿

・
関
東

・
東
海
地
方
に
広
く
調
密
に
分
布
し
、
東
北

・
中
国

・
四
国
の
西
部
、
九
州
に
は
あ
ま
り
分
布

し
て
い
な
い
こ
と
を
最
上
孝
敬
は
全
国
両
墓
制
分
布
図
で
示
し
て
い
る
。
同
氏
は

「葬
送
」
に
、
両
墓
制
の
分
布
は
国
の
文
化
の
中
心
部
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で
あ

っ
た
近
畿
地
方
が

一
番
棚
密
で
、
火
葬
の
ひ
ろ
ま

っ
た
都
市
部
以
外
は
両
墓
制
が
普
通
で
あ

っ
た
と
し
、
そ
れ
が
各
地
に
広
ま

っ
た

と
説
明
、
両
墓
制
が
遺
骨
改
葬
の
墓
制
か
ら
転
化
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
改
葬
習
俗
の

一
般
的
で
あ
る
南
方
諸
島
に
隣
接
す
る
九
州
な
ど

に
例
が
少
な
い
こ
と
か
ら
疑
間
を
も
ち
、
両
墓
制
は
こ
れ
と
は
別
に
文
化
中
心
の
近
畿
地
方
に
お
い
て
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て

生
じ
、
そ
れ
が
東
西
に
波
及
し
た
と
述
べ
、
庶
民
階
級
の
経
済
力
の
伸
張
が
共
同
墓
地
を
各
戸
に
分
割
す
る
葬
地
改
良
を
生
み
、
共
同
墓

地
を
基
盤
と
す
る
両
墓
制
の
崩
壊

へ
導
き
、
東
北
や
九
州
で
は
こ
れ
が
先
行
す
る
こ
と
で
両
墓
制
が
広
ま
ら
な
か

っ
た
と
の
推
論
を
述
べ

て
い
る
。

両
墓
制
の
分
布
か
ら
そ
の
成
立
と
地
方

へ
の
普
及
に
つ
い
て
大
間
知
篤
三
は

「墓
制
覚
書
」
に
、
両
墓
制
の
発
生
の
た
め
に
は
、
少
な

く
と
も

一
方
に
葬
地
の
機
れ
を
恐
れ
る
古
い
観
念
が
依
然
と
し
て
強
く
支
配
し
て
お
り
な
が
ら
、
ま
た

一
方
に
は
死
者
の
為
に
石
碑
を
建

て
る
新
し
い
習
わ
し
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
必
要
で
、
都
市
部
に
お
い
て
は
葬
地
の
機
れ
を
忌
む
気
持
ち
の
減
退
や

火
葬
の
普
及
に
よ
っ
て
葬
制
が
変
化
し
、
遺
骨
尊
重
の
観
念
の

一
般
化
や
都
市
生
活
上
の
諸
々
の
拘
束
等
に
よ
っ
て
、
今
日
見
る
よ
う
な

葬
地
に
基
碑
を
建
立
す
る
習
俗
が
成
立
し
、
そ
れ
が
都
市
近
隣
に
広
が

っ
た
と
述
べ
、
こ
れ
を
両
墓
制
以
後
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
墓

地
に
未
だ
石
碑
を
建
立
し
な
か

っ
た
地
域
を
両
墓
制
以
前
と
呼
び
、
地
域
的
に
東
北
地
方

・
九
州
南
部
地
方
を
さ
し
て
、
こ
こ
に
都
市
部

に
成
立
し
た
両
墓
制
以
後
の
新
墓
制
が
直
ち
に
伝
え
ら
れ
、
両
墓
制
時
代
を
飛
躍
し
て
両
墓
制
以
後
に
到
達
し
て
今
日
の
よ
う
な
分
布
と

な

っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
最
上

。
大
間
知
両
氏
は
両
墓
制
が
墓
制
の
基
調
と
な
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

三
、
両
墓
制
の
成
立

両
墓
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る

一
考
察
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次
に
両
墓
制
の
発
生
に
つ
い
て
観
念
的
に
は
、
死
者
の
積
れ
に
対
す
る
畏
怖
の
感
、
遺
骸
に
対
す
る
嫌
悪
、
あ
る
い
は
葬
地
に
対
す
る

恐
れ
の
観
念
と
、
他
方
に
は
死
者
の
た
め
に
石
碑
を
建
立
す
る
と
い
う
行
為
が

一
体
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
古
来
の
信
仰

習
俗
か
ら
見
る
と
、
遺
骸
に
対
す
る
忌
み
と
清
ま

っ
た
霊
魂
を
嫌
悪
さ
れ
る
遺
骸
か
ら
引
き
は
な
し
て
清
ら
か
な
場
所

へ
移
し
て
祭
ろ
う

と
す
る
結
果
こ
の
よ
う
な
墓
制
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
死
者
に
対
す
る
建
碑
の
行
為
は
後
に
述
べ
る
が
仏
教
的
要
素
が
重
大

な

一
面
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

両
墓
制
成
立
の
時
期
は
、　
一
般
民
衆
が
石
碑
を
建
立
で
き
る
経
済
力
を
も

つ
近
世
初
頭
以
降
と
推
定
で
き
る
が
、
現
存
の
詣
り
墓
石
塔

の
紀
年
銘
よ
り
こ
れ
を
裏
付
け
ら
れ
る
。
特
に
各
地
共
、
元
禄
前
後
か
ら
享
保
以
降
の
紀
年
銘
を
も

つ
建
碑
が
多
い
。
し
か
し
竹
田
聴
洲

が

「
両
墓
制
村
落
に
お
け
る
詣
墓
の
年
輪
」
０
に
京
都
府
京
北
町
山
国

の
詣
り
墓
に
つ
い
て
調
査
し
、
最
古
の
も
の
と
し
て
永
正
五
年

（
一
五
〇
八
）
の
紀
年
銘
を
も

つ
宝
筐
印
塔
が
あ
り
、
以
後
天
文
、
永
禄
、
天
正
、
慶
長
、
寛
永
と
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
わ
た
っ

て
の

一
石
五
輪
塔
群
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
兵
庫
県
淡
路
島
に
お
い
て
も
法
華
宗
妙
京
寺
に
は
永
正
年
間
の
詣
り
墓

が
存
在
し
て
い
る
。

両
基
制
発
生
の
地
、
近
畿
地
方
に
お
い
て
そ
の
時
期
を
中
世
末
期
と
す
る
な
ら
ば
、
村
の
惣
村
的
発
展
の
時
期
と
両
墓
制
発
生
が

一
致

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
場
合
両
墓
制
の
埋
め
墓

（葬
地
）
は
共
有
葬
地
で
あ
る
。
両
墓
制
発
生
の

一
つ
に
磯
れ
た
葬
地
に
対
す
る

嫌
悪
の
念
が
あ
る
な
ら
ば
、
共
有
葬
地
は
埋
葬
さ
れ
る
死
者
が
多
く
、
い
つ
も
嫌
悪
さ
れ
る
場
所
と
な

っ
た
と
も
言
え
、
惣
村
的
結
合
の

結
果
成
立
し
て
来
た
共
有
葬
地
の
出
現
が
両
墓
制
を
発
生
さ
せ
る

一
因
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
共
有
葬
地
の
存
在
が
両
墓
制
の
発
生

の
原
因
と
す
る
考
え
を
補
促
す
る
も
の
に
佐
藤
米
司
は

「
両
墓
制
の
問
題
点
」
に
、
共
有
葬
地
な
い
し
は
共
同
墓
地
を
持

つ
村
落
に
対
し

て
、
ご
く
近
代
ま
で
共
同
墓
地
を
持
た
な
い
で
、
個
人
墓
地
し
か
持

っ
て
い
な
か

っ
た
村
落
が
、
明
治
以
降
に
な

っ
て
個
人
墓
地
の
風
を

廃
し
て
共
同
墓
地
と
し
た
所
も
多
く
、
そ
の
場
合
に
両
墓
制
の
成
立
が
明
治
二
、
三
十
年
代
以
降
と
い
う
も
の
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
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Ｚ
り
。こ

の
よ
う
に
両
墓
制
発
生
の
要
因
の

一
つ
と
し
て
死
磯
を
嫌
悪
す
る
観
念
を
中
心
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
両
墓
制
の
中
に
は
、
埋

葬
地
と
隣
接
す
る
詣
り
墓
建
立
地
の
形
態
の
も
の
も
多
数
あ
り
、
埋
葬
直
後
の
建
碑
の
不
可
能
さ
が
両
墓
制
を
生
ん
だ
と
す
る
実
用
的
側

面
も
見
う
け
ら
れ
る
。

四
、
両
墓
制
と
寺
院

次
に
寺
院
が
両
墓
制
成
立
に
関
与
し
た
か
の
点
で
あ
る
が
、　
一
つ
は
宗
派
の
問
題
、
他
は
、
成
立
の
時
期
が
近
世
初
頭
と
す
れ
ば
、
江

戸
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
檀
家
制
度
と
の
関
連
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
日
野
西
真
定
は

「兵
庫
県
城
崎
郡
竹
野
付
近
の
両
墓
制
及

び
葬
制
の
研
究
」
に
、
宗
派
的
に
は
、
こ
の
地
方
は
臨
済
宗
と
真
言
宗
が
特
に
多
く
、
ず

っ
と
下
が

っ
て
真
宗

・
浄
土

・
日
蓮
宗
で
あ
り
、

両
墓
を
行

っ
て
い
る
の
は
全
て
前
の
二
者
で
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
事

実
、
兵
庫
県
淡
路
島
に
お
い
て
法
華
宗
寺
院
に
お
い
て
も
こ
の
習
俗
を
忌
避
せ
ず
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、　
一
般
的
に
は
宗
派
と

は
無
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
各
地
の
両
墓
制
成
立
の
時
期
に
流
布
し
て
い
た
宗
派
と
の
関
連
性
は
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
推
測
す
る
。

つ
ま
り
、
近
畿
の
よ
う
に
先
進
地
域
に
お
い
て
は
両
墓
制
の
成
立
は
中
世
末
期
に
さ
か
の
ば
れ
る
が
、
周
辺
地
域
で
は
近

世
初
頭
か
ら
中
期

へ
と
及
ぶ
所
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
に
両
墓
制
成
立
時
期
と
、
近
世
村
落
の
幕
藩
体
制
下
で
の
編
成
の
時
期
が
重
な
り
、

そ
の
村
落
に
入

っ
た
宗
派
寺
院
の
檀
家
制
度
成
立
の
時
期
と
も
重
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
流
布
し
て
い
た

各
宗
派
寺
院
が
指
導
し
た
と
す
る
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
法
華
宗
で
は
、
淡
路
島
で
の
例
の
よ
う
に
、
積
極
的
に
肯
定
や
否
定
し
た
指
導

は
行
な
わ
れ
な
か

っ
た
様
で
あ
る
が
、
佐
藤
米
司
は
特
に
真
言
宗
は
死
者
の
機
れ
に
対
し
て
厳
重
に
こ
れ
を
忌
む
考
え
方
が
あ

っ
た
と
推

両
基
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る
一
考
察

一-73-―



両
基
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る
一
考
察

測
し
て
い
る
。
淡
路
島
の
様
に
法
華
宗
が
入
る
前
か
ら
真
言
宗
が
大
き
な
勢
力
を
持

っ
て
い
た
地
域
に
あ

っ
て
は
そ
の
墓
制
成
立
に
影
響

を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

真
言
宗
や
天
台
宗
が
祈
祷
寺
で
あ
る
為
に
死
磯
を
避
け
る
こ
と
を
土
井
卓
治
が

「死
の
け
が
れ
と
墓
制
」
の
中
で
指
摘
し
、
こ
れ
ら
か

ら
真
言
宗
寺
院
は
村
の
寺
で
あ

っ
て
も
境
内
地
に
墓
碑
建
立
に
際
し
て
は
遺
骸
の
埋
葬
を
嫌

っ
た
た
め
詣
り
墓
の
み
が
境
内
地
に
建

っ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
時
代
の
檀
家
制
度
の
整
備
に
伴

っ
て
、
寺
院
が
葬
送
や
死
後
の
供
養
に
関
与
す
る
風
が
す
す
む
と
墓
地
を
寺
院
の
近
く
に
寄
せ
集

め
よ
う
と
す
る
動
き
が
村
落
や
寺
側
で
生
じ
、
前
述
の
様
に
遺
骸
を
埋
葬
す
る
墓
地
の
吸
収
に
ま
で
は
至
ら
な
い
も
の
の
境
内
近
辺
に
石

塔
を
建
立
さ
せ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
淡
路
島
の
例
で
は
、
寺
院
境
内
や
、
妙
見
堂
あ
る
い
は
観
音
堂
と
呼
ぶ
寺
院
飛
地
境
内
、
付
属

建
物
周
辺
に
詣
り
墓
を
建
立
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
を
タ

ッ
チ
ョ
・
マ
ツ
リ
バ
カ

・
カ
ン
ノ
ン
・
セ
キ
ト
ウ
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。

五
、
両
墓
制

の
展
開

以
上
の
両
墓
制
の
成
立
を
め
ぐ
る
考
察
を
再
論
す
れ
ば
、
両
墓
制
の
分
布
は
前
述
の
様
に
、
近
畿
地
方
が
最
も
濃
密
で
、
東
西
に
離
れ

る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
希
薄
と
な
り
、
東
北
地
方
の
東
部
や
中
国

・
四
国
の
西
部
、
九
州
地
方
な
ど
で
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
状
況

で
あ

っ
て
、
今
後
若
干
の
発
見
が
あ

っ
て
も
大
勢
に
変
化
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
分
布
地
域
は
近
世
初
頭
に
は

あ
る
程
度
人
口
が
調
密
化
し
て
お
り
、
経
済
的
に
も
先
進
地
域
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
両
墓
制
が
展

開
す
る
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

一
に
は
、
人
口
が
増
加
し
、
土
地
の
余
裕
が
乏
し
く
な
り
、
多
数
の
人
々
の
埋
墓
を

一
箇
所
に
共
同
で
設
け
た
こ
と
、
ま
た
は
、
人
口
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の
増
加
で
埋
墓
自
体
が
狭
く
な
り
、
そ
の
為
に
い
つ
も
清
ま
ら
な
い
遺
骸
が
あ

っ
て
、
そ
の
場
所
で
供
養
な
ど
の
祭
祠
を
営
む
こ
と
を
忌

ん
で
、
別
の
場
所
に
詣
り
墓
の
成
立
を
見
た
と
考
え
る
。

二
に
は
、
遺
骸
を
埋
め
た
場
所
以
外
の
地
に
、
永
久
的
な
墓
碑
を
建
立
す
る
為
に
は
、
各
家
あ
る
い
は
各
人
が
、
か
な
り
経
済
的
余
裕

が
生
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。　
一
般
の
人
々
に
経
済
的
余
裕
の
な
い
と
考
え
ら
れ
る
両
墓
制
出
現
の
初
期
で
あ
る
中

世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
後
の
庄
屋
ク
ラ
ス
で
な
い
と
両
墓
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
が
詣
墓
の
紀
年
で
も
確
認
で
き
、
ま
た
寺
院

境
内
地
で
の
詣
り
墓
建
立
に
つ
い
て
も
経
済
的
負
担
を
伴

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
地
域
で
は
初
期
の
頃
、
特
別
の
家
の
み
両
墓
制
を
行

っ
た

と
推
測
で
き
る
地
域
も
あ
る
。

三
に
は
、
寺
院
の
関
与
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
近
世
初
期
の
檀
家
制
度
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
が
寺
院
と
両
墓
制
の
関
係
に
お
い

て
重
要
な
点
は
、
葬
送
儀
式
と
供
養
の
面
で
あ
る
。
葬
送
に
お
い
て
遺
骸
か
ら
詣
り
墓

へ
の
霊
魂
の
引
き
移
し
の
儀
式
は
僧
侶
に
よ

っ
て

な
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
人
々
に
と

っ
て
遺
骸
と
霊
魂
の
引
き
は
な
し
を
容
易
に
し
て
詣
り
墓
の
出
現
を
可
能
に
し
た
大
き
な
要
因
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
見
ら
れ
る
遺
骨
尊
重
の
観
念
は
、
信
仰
心
の
退
潮
に
起
因
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

六
、
石

塔

の

造

立

両
墓
制
が
成
立
す
る
に
は
詣
り
墓
が
埋
め
墓
と
別
の
場
所
に
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
詣
り
墓
は
、　
一
般
的
に
石
塔

で
あ
る
。
石
塔
墓
碑
は
、
今
日

一
般
的
な
方
形
の
石
材
に
限
る
も
の
で
な
く
、
舟
型
石
や
板
碑
、　
一
石
五
輪
塔
、
宝
筐
印
塔
な
ど
も
含
め
、

他
に
も
祠
型
の
石
や
自
然
石
を
加
工
し
た
形
態
の
も
の
ま
で
全
て
が
石
塔
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

石
塔
が
両
墓
制
発
展
に
と

っ
て
欠
く
こ
と
が
で
き
ぬ
こ
と
は
、
最
上
孝
敬
は
、
両
墓
制
の
発
展
は
石
塔
の
普
及
と
共
に
生
じ
た
と
説
明

両
墓
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る
一
考
察
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し
、
そ
の
石
塔
が

一
般
庶
民
の
間
に
普
及
し
た
時
代
を
徳
川
時
代
よ
り
そ
う
古
く
遡
れ
な
い
と
考
え
、
そ
れ
以
前
の
人
々
の
中
で
石
塔
建

立
が
可
能
で
あ

っ
た
者
は
比
較
的
限
ら
れ
た
階
層
の
人
々
で
、
彼
ら
は
両
墓
制
で
な
く
単
墓
制
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

も
と
よ
り
社
会
的
に
身
分
の
高
い
者
、
例
え
ば
古
く
平
安
の
貴
族
達
が
各
々
自
分
の
家
の
墓
所
を
持
ち
、
そ
こ
に
埋
葬
し
そ
の
近
辺
で
供

養
礼
拝
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
平
安
時
代
の
史
料
等
に
見
え
る
。

詣
り
墓
の
起
源
は
、
平
安
時
代
の
上
層
貴
族
階
級
に
見
ら
れ
る
造
寺

・
造
像
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
で
は
石
塔
供
養
塔
婆
で

あ

っ
て
、
仏
教
の
民
衆

へ
の
弘
ま
り
に
伴
い
埋
葬
地
に
造
立
さ
れ
た
も
の
が
、
初
期
の
造
塔
は
大
型
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
時
代
が
下
が

る
と
庶
民

へ
の
広
が
り
も
関
係
し
、
経
済
的
要
因
も
加
わ
り
小
型
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

田
岡
香
逸
は
こ
れ
に
関
係
し
、　
一
石
五
輪
塔
の
分
布
に
注
目
し
て
、　
一
石
五
輪
塔
が
減
少
し
は
じ
め
る
江
戸
初
期
か
ら
現
在
見
ら
れ
る

故
人
の
法
名

・
戒
名
を
刻
ん
だ
墓
碑
が
出
現
し
は
じ
め
た
と
し
、
そ
れ
が
多
く
詣
り
墓
と
考
え
ら
れ
る
所
に
あ
る
点
か
ら
、
近
世
幕
藩
体

制
の
確
立
に
と
も
な
い
、
「宗
門
改
め
」
あ
る
い
は

「人
別
改
め
」
の
制
度
が
し
か
れ
た
た
め
で
あ
る
と
、
両
墓
制
成
立

の
要
因
に
も
言

及
し
て
い
る
。

で
は
、
詣
り
墓
、
埋
め
墓
に
か
か
わ
ら
ず
、
石
塔
を
建
立
す
る
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
石
塔
は
初
め
、
平
安
時
代
の

例
の
よ
う
に
卒
都
婆
形
態
の
供
養
塔
か
ら
出
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
後
世
厳
密
に
供
養
塔
で
あ
る
の
か
詣
り
墓
石
塔
で
あ
る
か

の
境
界
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
は
定
説
が
な
い
。
川
勝
政
太
郎
は
、
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
来
た
石
塔
婆
、
即
ち
石
塔
と
近
世
の
墓
碑

と
は
、
内
容
的
に
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
。
石
塔
は
仏

・
菩
薩
を
本
尊
と
し
て
塔
に
現
わ
し
、
供
養
塔
と
し
て
用
い
る
の
が
本
義
で
あ
り
、

こ
れ
が
転
じ
て
墓
上
に
供
養
石
塔
を
安
置
し
て
墓
塔
と
な

っ
た
の
で
単
な
る
墓
碑
で
な
く
供
養
塔
で
あ

っ
た
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
鎌
倉
時

代
ま
で
は
庶
民
階
級
が
個
人
の
基
塔
を
造
営
し
な
か

っ
た
が
、
室
町
時
代
以
後
庶
民
の
小
型
墓
塔
が
多
く
造
立
さ
れ
た
と
し
、
こ
れ
が
古

い
墓
所
に
見
ら
れ
る
小
型
五
輪
塔
、　
一
石
五
輪
塔
、
小
型
卒
都
婆
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
新
し
い
形
式
の
墓
塔
と
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呼
ぶ
よ
り
も
、
墓
の
標
識
と
し
て
の
墓
碑
が
出
現
し
、
広
く
庶
民
階
級
に
浸
透
し
た
と
言
う
。

別
の

一
面
と
し
て
、
小
塔
の
造
立
は
古
く
孝
謙
上
皇
に
よ
る
恵
美
押
勝
の
乱
後
の

「
百
万
塔
陀
羅
尼
」
が
あ
る
。
塔
造
立
の
功
徳
と
塔

中
に
納
め
た
陀
羅
尼
に
よ

っ
て
、
乱
で
没
し
た
者
の
供
養
と
、
邪
悪
を
退
散
さ
せ
、
国
家
の
安
康
と
上
皇
の
長
寿
を
祈
る
現
世
息
災
の
意

味
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

辻
善
之
助
は
、
平
安
末
期
に
お
け
る
小
塔
造
立
に
つ
い
て
、
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
を
引
用
し
て
、
根
本
陀
羅
尼
を
書
写
し
て
、
泥
土

或
は
博
石
等
で
小
塔
を
作

っ
た
り
故
塔
を
修
し
て
、
そ
の
中
に
納
め
礼
拝
す
る
時
に
は

一
切
の
罪
障
み
な
消
除
さ
れ
る
。
塔
を
置
く
所
は
、

諸
の
邪
魅
夜
叉
羅
刹
は
な
く
、
諸
悪
不
祥
珍
滅
せ
ぎ
る
な
く
怨
離
劫
盗
悪
賊
等
も
自
然
退
散
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

卒
都
婆
建
立
の
意
味
を
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
の
が
田
中
久
夫
で
あ
る
。
本
来
は
塔
内
に
納
め
ら
れ
た
陀
羅
尼
の
効
用
で
あ
っ
た
が
、

卒
都
婆
そ
の
も
の
が
、
病
気
平
癒
や
追
福
に
資
せ
ら
れ
た
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
日
本
紀
略
』

の
康
保
四
年

（九
六

七
）
五
月
廿
日
の
条
の

「
五
畿
内
井
伊
勢
国
等
廿
六
箇
国
可
立
卒
都
婆
六
千
基
之
由
、
被
下
宣
旨
、
高
七
尺
経
八
寸
、
依
天
皇

符

上
帝
）

御
悩
也
。
」
の
記
事
は
造
塔
に
よ

っ
て
延
命

・
除
病
を
仏
に
願

っ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
埋
葬
地
点
に
建

て
ら
れ
た
卒
都

婆
は
、
陀
羅
尼
の
呪
力
に
よ

っ
て
、
墓
に
ひ
そ
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
物
性
を
退
散
さ
せ
る
意
図
も
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
従

っ
て
埋
葬

が
す
め
ば
、
人
の
近
よ
ら
ぬ
場
所
で
あ

っ
て
、
土
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
り
、
後
に
五
輪
塔
が
こ
の
性
格
を
継
承
し
、
埋
め
墓
か

ら
多
数
の
五
輪
小
塔
が
発
見
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
五
輪
塔
の
成
立
は

「
五
大
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
密
教
の
発
展
に
と
も
な
う
と
考
え
ら
れ
、
平
安
時
代
に
そ
の
起
源
を

求
め
ら
れ
る
。
藪
田
嘉

一
郎
は
、
五
輪
塔
は
、
イ
ン
ド
の
坐
位
ミ
イ
ラ
か
ら
生
じ
た
五
輪
図
形
に
由
来
し
、
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
は
、

真
言
密
教
の
衆
徒
に
よ

っ
て
そ
の
標
識
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
し
、
時
期
を
醍
醐
寺
開
山
理
源
大
師
の
頃
と
述
べ
て
い
る
。

両
墓
制
の
埋
め
墓
か
ら
五
輪
小
塔
が
出
土
す
る
事
例
は
よ
く
見
う
け
ら
れ
る
。
兵
庫
県
下
に
お
い
て
も
、
ま
た
山
陰
地
方
に
お
い
て
も
、

両
墓
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る
一
考
察
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両
墓
制
以
前
よ
り
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
葬
地
で
あ
る
埋
め
墓
か
ら
五
輪
石
塔
が
出
土
し
た
報
告
が
あ
る
。

五
輪
塔
が
埋
葬
地
に
建
立
さ
れ
て
い
る
姿
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
餓
鬼
草
紙
な
ど
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
文
献
上
で
は
、
『
兵
範
記
』

の
仁
安
二
年

（
一
一
六
七
）
七
月
廿
七
日
の
条
に
、
藤
原
基
実
の
遺
骨
の
上
に
建
て
ら
れ
た
五
輪
塔
の
記
述
が
あ
る
。

他
に
卒
都
婆
の
例
で
あ
る
が
、
『兵
範
記
』
の
久
寿
二
年

（
一
一
五
五
）
五
月
二
十
日
の
源
師
子
改
葬
の
記
述
の
中

に
卒
都
婆
建
立
の

事
例
が
あ
る
。
ま
た
、
「
「昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
の

「於
幡
磨
国
印
南
野
殺
野
猪
語
第
三
十
六
」
に
も
そ
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
石

塔
が
故
人
の
墓
標
の
意
味
を
持

っ
て
、
法
要
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
「
玉
葉
』
の
寿
永
元
年

（
一
一
八
二
）
十

一
月
十
八
日
の
条
に
、
皇
嘉
門
院
の
周
忌
法
要
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

石
田
茂
作
は
、
墓
所
に
供
養
塔
を
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
実
質
的
に
そ
れ
が
墓
標
に
な
る
可
能
性
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
。

五
輪
塔
類
の
中
で
も

一
石
五
輪
塔
の
小
塔
は
、
室
町
時
代
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
製
作
に
は
石
工
と
い
う
特
殊
な
専
門
技

術
者
の
介
在
が
必
要
で
あ

っ
た
。
恐
ら
く
は
そ
の
時
代
に
古
ぐ
平
安
貴
族
階
級
か
ら
伝
え
ら
れ
た
習
俗
が
庶
民
に
広
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
室
町
時
代
以
後
の
都
市
の
発
展
は
、
都
市
人
口
を
増
加
さ
せ
、
墓
地
を
も
た
な
い
都
市
部
の
新
興
商
工
業
者
達
に
よ

っ
て

一
石

五
輪
塔
の
供
養
塔
婆
が
盛
ん
に
建
て
ら
れ
、
こ
れ
が
詣
り
墓
の
起
源
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七
、
ま

以
上
の
よ
う
に
、
本
来
埋
葬
地
に
あ
る
意
味
を
も

っ
て
建
立
さ
れ
て
い
た
供
養
塔
が
、
都
市
部
を
中
心
と
し
て
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
、

そ
し
て
商
工
業
者
の
台
頭
す
る
室
町
時
代

へ
と
進
む
中
で
平
安
貴
族
の
習
俗
が

一
歩

一
歩
遅
れ
な
が
ら
武
士
層

・
庶
民
層

へ
と
浸
透
し
、

近
世
初
頭
に
至
る
と
、

つ
い
に
墓
標
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
の
檀
家
制
度
と
の
関
連
も
加
わ
り
な
が
ら
、
墓
碑
も
板
碑
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形
態

の
も

の
へ
と
変
化
し
、
両
墓
制
習
俗

の
出
現
と
共

に
、
詣
り
墓
石
塔

の
出
現

へ
と

つ
な
が

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

石
塔

に
関
す
る
以
上

の
考
察
を
加
え
、
両
墓
制

の
成
立

の
時
期
と
発
生
原
因
を
述

べ
て
来
た
が
、
法
華
宗
が
教
線
を
拡
張
し
た
室
町
時

代
か
ら
江
戸
時
代

に
か
け
て
、
真
言
宗
系

の
五
輪
塔

で
な
く
、
板
碑
化
し
た
詣
り
墓

の
出
現
と
共

に
、
あ
え
て
こ
の
習
俗
を
否
定
す
る
こ

と
は
な
か

っ
た
様

で
、
淡
路
島
な
ど
に
お
い
て
、
法
華
宗
寺
院
地
域

に
も
行
な
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
両
墓
制
以
外

の
習
俗
に
関
し
て
淡
路
島

に
お
い
て
法
華
宗

の
対
応
を
見
る
と
、
山

の
神
、
田
の
神
、
観
音
講
、
庚
申
講
、
回

り
弁
天
、
四
十
九
日
に
行
う
高
山
ま
い
り
や
団
子

こ
ろ
が
し
、
等

々
の
習
俗
は
、
真
言
宗
地
域

で
行
な
わ
れ

て
お
り
、
法
華
宗

の
地
域

で

は
痕
跡
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
が
、
釜
口
地
区

に
お
け
る

「
月

の
山
」
は
法
華
勧
請
が
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
に
の
み
団
子
こ
ろ
が
し
が
見
ら

れ
た
と
い
う
。
法
華
宗

の
場
合
、
在
来

の
信
仰
習
俗

に
は
基
本
的

に
は
非
常

に
冷
談

で
あ
り
拒
否
す
る
傾
向
が
強
く
、
独
自

の
八
品
講
、

要
品
講
な
ど
を
組
織
し
て
い
る
場
合
が
多

い
の
で
あ
る
。

註（１
）

『民
俗
と
歴
史
』
第
四
巻

一
号

（大
正
九
年
）

（
２
）

最
上
孝
敬
著

『詣
り
墓
』
（古
今
書
院
、
昭
和
三
十

一
年
）
八
四
頁

（３
）

前
掲
書

（４
）

『国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
二
十
二
巻
九
号

（
５
）

「神
津
の
花
正
月
』
（昭
和
十
八
年
）
二
七
五

ｏ
二
七
六
頁

（６
）

佐
藤
米
司

「両
墓
制
の
問
題
点
」
∩
日
本
民
俗
社
会
史
研
究
』
昭
和
四
十
四
年
）

（
７
）

『仏
教
大
学
研
究
所
紀
要
』
四
十
九

（８
）

佐
藤
米
司
前
掲
書

（９
）

『近
畿
民
俗
』
四
十
五
号

（１０
）

佐
藤
米
司
前
掲
書

両
墓
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る

一
考
察
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両
墓
制
と
石
塔
を
め
ぐ
る

一
考
察

（１１
）

『岡
山
民
俗
』
二
十
四
号

（昭
和
三
十

一
年
）

（‐２
）

最
上
孝
敬
前
掲
書

（‐３
）

『兵
範
記
」
久
寿
二
年
十
月
九
日
の
条
に
、
「今
度
御
墓
所
無
便
宜
之
上
、
最
勝
金
剛
院
依
為
彼
御
塔
近
邊
、
偏
唯
残
殿
人
々
少
佛
事
、
於
此
丈
六

佛
前
、
各
所
勤
修
也
、
」
と
あ
る
。

（‐４
）

『小
右
記
』
万
寿
二
年
十

一
月
十
二
日
の
条
に

「禅
閤
為
故
尚
侍

（嬉
子
の
こ
と
）、
新
造
立
三
昧
堂
升
珠
州
軸
調
不
日
今
日
供
養
云
々
」
と
あ
る
。

（‐５
）

田
岡
香
逸

「両
墓
制
の
起
源
」
翁
民
俗
』
第
五
巻
二

・
三
号
、
日
本
民
家
集
落
博
物
館
）

（‐６
）

『左
経
記
』
長
元
九
年
五
月
十
九
日
の
条
に

「御
墓
上
立
卒
都
婆
蔵
陀
羅
尼
、
其
廻
立
釘
貫
、」
と
あ
る
。

（‐７
）

川
勝
政
太
郎
著

『
日
本
石
材
工
芸
史
』
（綜
芸
舎
、
昭
和
三
十
二
年
）

一
四
八
頁

（‐８
）

辻
善
之
助
著

『
日
本
仏
教
史
」
第

一
巻

（岩
波
）
六
四
四
頁

（‐９
）

田
中
久
夫
著

『祖
先
祭
祀
の
研
究
』
（弘
文
堂
）

一
四

一
頁

（２０
）

藪
田
嘉

一
郎
著

『
五
輪
塔
の
起
源
』
（綜
芸
社
、
昭
和
四
十
二
年
）

一
二

一
頁

（２‐
）

佐
藤
米
司

「伯
書
大
山
山
麓
の
両
墓
制
」
「
日
本
民
俗
学
会
報
』
六
四
、
昭
和
四
十
四
年
）

（２２
）

『兵
範
記
』
の
文
に

「次
奉
殖
穴
底
幹
騨
崚
ぅ
っ
ふ
し
に

次
埋
土
其
上

立。立
卒。五。
都。輪。
婆。石。

沖
ド
は
Ｆ
婦
桐
『

、
其
辺
立
六
万
本
小
卒
土
婆
馳
結
彊
瞥

と
あ
る
。

（２３
）

同
じ
く
、
「其
穴
四
万
立
亘
之
、
其
中
安
御
骨
瓶
、
其
上
奉
埋
之
、
，

（２４
）

「皆
葬
畢
テ
ツ
。
其
ノ
後
、
亦
、
鋤
鍬
ナ
ド
持
タ
ル
下
衆
共
員
不
知
ズ
出
来
テ
、
基
ヲ
只
築
二
築
テ
、
其
ノ
上

二
卒
都
婆

ヲ
持
来
テ
起
ツ
。
」
と

『今
昔
物
語
集
」
に
あ
る
。

（２５
）

「又
奉
供
養
御
墓
所
小
堂
　
偶
卯
刻
着
烏
帽
直
衣
伴
大
将
徹
参
御
墓
所

（略
）
…
　
件
塔
中
、
素
奉
安
石
卒
都
婆
、
其
外
無
別
佛
、
又
奉
副
供
養

法
華
経

一
部
、
説
法
供
養
法
楽
了
」
と

『玉
葉
』
に
あ
る
。

（２６
）

石
田
茂
作
著

『
日
本
仏
塔
』
（昭
和
四
十
四
年
、
講
談
社
）

な
お
、
淡
路
島
に
お
け
る
法
華
宗
地
域
な
ど
の
習
俗
等
に
関
し
て
の
現
地
調
査
に
際
し
て
、
松
本
義
仙
上
人
を
は
じ
め
在
島
の
御
上
人
方
に
御
世
話
に

な
り
誌
上
を
借
り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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